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(57)【要約】
【課題】回路パターン及び半導体の電極とリードとの接
合に加熱や局所的な高温を発生させることがないことで
、信頼性を劣化させることがなく、また放熱板に電位を
生じさせることがないことで、放熱性が良く、更に製造
効率の良い半導体装置の提供を課題とする。
【解決手段】パターン付絶縁基板１０及び半導体チップ
２０とリード４０との接合に超音波接合を用いることで
、加熱や局所的発熱を発生させることがなく、信頼性を
劣化させることがない半導体装置１とすることができる
。またリード４０を放熱板３０に接触させないことで、
放熱板３０に電位を生じさせず、放熱性の良い半導体装
置１とすることができる。更に突出部１０ａに対してリ
ード４０の一部を挟みつけることで、パターン付絶縁基
板１０及び半導体チップ２０とリード４０との接合を容
易化でき、製造効率を向上させることができる半導体装
置１とすることができる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路パターンを備えたパターン付絶縁基板と、該パターン付絶縁基板に搭載される半導
体チップと、前記パターン付絶縁基板の下面に取り付けられる放熱板と、前記パターン付
絶縁基板及び前記半導体チップに接合されるリードとを備えた半導体装置であって、前記
パターン付絶縁基板の一部を回路パターンを設けることなく且つ前記放熱板より突出させ
てなる突出部とすると共に、該突出部に対して前記リードの一部を挟みつけることで該リ
ードを保持してあることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　リードは複数本からなり、該複数本のリードのうちの少なくとも１本について、そのリ
ードの一部をパターン付絶縁基板の突出部に挟みつけてあることを特徴とする請求項１に
記載の半導体装置。
【請求項３】
　リードは３本からなり、第１のリードはパターン付絶縁基板の回路パターンに接合され
、第２及び第３のリードは半導体チップの電極面に接合されており、且つパターン付絶縁
基板の突出部に対してそれぞれのリードの一部を挟みつけてあることを特徴とする請求項
１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　パターン付絶縁基板及び半導体チップに対するリードの接合部分は、通常の０．３ｍｍ
～０．６ｍｍリードフレーム厚に対して薄肉に形成してあることを特徴とする請求項１～
３の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　パターン付絶縁基板及び半導体チップとリードとの接合は、超音波接合によりなされて
いることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　同種又は異種のものからなる複数個の半導体チップが１つのパターン付絶縁基板上に搭
載されていることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　パターン付絶縁基板と、半導体チップと、放熱板と、リードとが樹脂によりモールドさ
れていることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力用の半導体チップを搭載した半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力用半導体デバイスが形成された半導体チップを搭載した半導体装置は、樹脂モール
ドされ、樹脂封止型の半導体装置として各種電子機器に内蔵されている。
　電力用半導体デバイスは、大電力を消費することから、半導体装置の製造時及び使用時
に発生する熱応力や放熱性に対する対策が重要な課題となる。
　従来、樹脂封止型の半導体装置として、半導体の電極とリードフレームとの接合にアル
ミワイヤーを用いず、リードフレームを直接固着させるものがあった。そのようなものと
して、下記特許文献１がある。
　下記特許文献１は、電力用半導体装置に関する発明で、半導体の電極にリードフレーム
を直接固着させ、リードフレームと、半導体素子を載置する基板としての金属ブロックと
、半導体素子とをモールド樹脂で一体成形する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－２６４２６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　上記特許文献１に示す発明では、リードフレームの接合部での疲労破壊が生じにくいと
いうメリットがある。
　しかし、半導体の電極とリードフレームとの接合にハンダ若しくは溶接を用いる構成と
してある。よってハンダを用いる場合には、加熱工程を繰り返すことにより半導体チップ
の熱履歴が多くなり、半導体チップに悪影響を与え、半導体装置の信頼性を劣化させると
いう問題があった。また溶接を用いる場合には、固着箇所に局所的な高温を加えることに
より半導体チップに熱応力が発生し、半導体チップに悪影響を与え、半導体装置の信頼性
を劣化させるという問題があった。
　また金属ブロックを筐体から露出させる場合には、ヒートシンクに電位が生じないよう
にヒートシンク裏面に絶縁性樹脂シートを敷くため、熱伝導率が悪く、放熱性が悪いとい
う問題があった。
【０００４】
　そこで本発明は上記従来における問題点を解決し、回路パターン及び半導体の電極とリ
ードとの接合に加熱や局所的な高温を発生させることがないことで、信頼性を劣化させる
ことがなく、また放熱板に電位を生じさせることがないことで放熱性が良く、更に製造効
率の良い半導体装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の半導体装置は、回路パターンを備えたパターン付絶縁基板と、該パターン付絶
縁基板に搭載される半導体チップと、前記パターン付絶縁基板の下面に取り付けられる放
熱板と、前記パターン付絶縁基板及び前記半導体チップに接合されるリードとを備えた半
導体装置であって、前記パターン付絶縁基板の一部を回路パターンを設けることなく且つ
前記放熱板より突出させてなる突出部とすると共に、該突出部に対して前記リードの一部
を挟みつけることで該リードを保持してあることを第１の特徴としている。
【０００６】
　上記本発明の第１の特徴によれば、回路パターンを備えたパターン付絶縁基板と、該パ
ターン付絶縁基板に搭載される半導体チップと、前記パターン付絶縁基板の下面に取り付
けられる放熱板と、前記パターン付絶縁基板及び前記半導体チップに接合されるリードと
を備えた半導体装置であって、前記パターン付絶縁基板の一部を回路パターンを設けるこ
となく且つ前記放熱板より突出させてなる突出部とすると共に、該突出部に対して前記リ
ードの一部を挟みつけることで該リードを保持してある構成としてあることから、パター
ン付絶縁基板にリードを仮止め固定することができる。よって特に製造時において、リー
ドのぐらつきを防止でき、パターン付絶縁基板及び半導体チップに対するリードの接合位
置を位置決め容易なものとすることができる。従ってパターン付絶縁基板及び半導体チッ
プとリードとの接合を容易化でき、製造効率を向上させることができる。また半導体装置
の強度を向上させることができる。
　また回路パターンを設けることなく且つ放熱板より突出させてなる突出部に対してリー
ドの一部を挟みつけることで、リードが放熱板に接触することがない。よって放熱板に電
位を生じさせることがない。従って放熱板裏面に絶縁性樹脂シートを敷く必要がなく、放
熱性の良い半導体装置とすることができると共に、コスト面に配慮した半導体装置とする
ことができる。
【０００７】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１の特徴に加えて、リードは複数本からな
り、該複数本のリードのうちの少なくとも１本について、そのリードの一部をパターン付
絶縁基板の突出部に挟みつけてあることを第２の特徴としている。
【０００８】
　上記本発明の第２の特徴によれば、上記本発明の第１の特徴による作用効果に加えて、
リードは複数本からなり、該複数本のリードのうちの少なくとも１本について、そのリー
ドの一部をパターン付絶縁基板の突出部に挟みつけてある構成としてあることから、半導
体装置の製造時において複数本からなるリードは相互に連結されて一体化されているとこ
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ろ、リードのうちの少なくとも１本を突出部に挟みつけることで、パターン付絶縁基板に
複数本からなるリードを仮止め固定することができる。よって特に製造時において、複数
本からなるリードのぐらつきを防止でき、パターン付絶縁基板及び半導体チップに対する
複数本からなるリードの接合位置を位置決め容易なものとすることができる。従ってパタ
ーン付絶縁基板及び半導体チップと複数本からなるリードとの接合を容易化でき、製造効
率を向上させることができる。
【０００９】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１又は第２の特徴に加えて、リードは３本
からなり、第１のリードはパターン付絶縁基板の回路パターンに接合され、第２及び第３
のリードは半導体チップの電極面に接合されており、且つパターン付絶縁基板の突出部に
対してそれぞれのリードの一部を挟みつけてあることを第３の特徴としている。
【００１０】
　上記本発明の第３の特徴によれば、上記本発明の第１又は第２の特徴による作用効果に
加えて、リードは３本からなり、第１のリードはパターン付絶縁基板の回路パターンに接
合され、第２及び第３のリードは半導体チップの電極面に接合されており、且つパターン
付絶縁基板の突出部に対してそれぞれのリードの一部を挟みつけてある構成としてあるこ
とから、リードを３本とすることで、３極の端子を構成することができる。よってサイリ
スタ等の大電力パワーデバイスとして有用な半導体装置とすることができる。また３本の
それぞれのリードの一部を突出部に対して挟みつけることで、パターン付絶縁基板に３本
全てのリードを仮止め固定することができる。よって特に製造時において、リードのぐら
つきを一段と防止でき、パターン付絶縁基板及び半導体チップに対するリードの接合位置
を一段と位置決め容易なものとすることができる。従ってパターン付絶縁基板及び半導体
チップとリードとの接合を一段と容易化でき、製造効率を向上させることができる。また
半導体装置の強度を一段と向上させることができる。
【００１１】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１～第３の特徴に加えて、パターン付絶縁
基板及び半導体チップに対するリードの接合部分は、通常の０．３ｍｍ～０．６ｍｍリー
ドフレーム厚に対して薄肉に形成してあることを第４の特徴としている。
【００１２】
　上記本発明の第４の特徴によれば、上記本発明の第１～第３の特徴による作用効果に加
えて、パターン付絶縁基板及び半導体チップに対するリードの接合部分は、通常の０．３
ｍｍ～０．６ｍｍリードフレーム厚に対して薄肉に形成してある構成としてあることから
、パターン付絶縁基板及び半導体チップとリードとの接合を容易化することができる。
【００１３】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１～第４の特徴に加えて、パターン付絶縁
基板及び半導体チップとリードとの接合は、超音波接合によりなされていることを第５の
特徴としている。
【００１４】
　上記本発明の第５の特徴によれば、上記本発明の第１～第４の特徴による作用効果に加
えて、パターン付絶縁基板及び半導体チップとリードとの接合は、超音波接合によりなさ
れている構成としてあることから、パターン付絶縁基板及び半導体チップとリードとの接
合に加熱や局所的発熱を発生させることがない。よってパターン付絶縁基板及び半導体チ
ップに熱履歴や熱応力を生じさせることがない。従って熱履歴や熱応力に伴う半導体装置
の信頼性劣化を確実に防止することができる。
【００１５】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１～第５の特徴に加えて、同種又は異種の
ものからなる複数個の半導体チップが１つのパターン付絶縁基板上に搭載されていること
を第６の特徴としている。
【００１６】
　上記本発明の第６の特徴によれば、上記本発明の第１～第５の特徴による作用効果に加
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えて、同種又は異種のものからなる複数個の半導体チップが１つのパターン付絶縁基板上
に搭載されている構成としてあることから、複数個の半導体チップを１つのモジュールと
する、いわゆるマルチチップモジュールを構成することができる。よって半導体装置の高
性能化を図ることができる。
【００１７】
　また本発明の半導体装置は、上記本発明の第１～第６の特徴に加えて、パターン付絶縁
基板と、半導体チップと、放熱板と、リードとが樹脂によりモールドされていることを第
７の特徴としている。
【００１８】
　上記本発明の第７の特徴によれば、上記本発明の第１～第６の特徴による作用効果に加
えて、パターン付絶縁基板と、半導体チップと、放熱板と、リードとが樹脂によりモール
ドされている構成としてあることから、半導体装置を構成する各部品を光、水、ほこり等
の外界の影響から遮断し、保護できる樹脂封止型の半導体装置とすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の半導体装置によれば、回路パターン及び半導体の電極とリードとの接合に加熱
や局所的な高温を発生させることがないことで、信頼性を劣化させることがない半導体装
置とすることができる。また放熱板に電位を生じさせることがないので、放熱性の良い半
導体装置とすることができる。更にパターン付絶縁基板及び半導体チップとリードとの接
合を容易化できることで、製造効率の良い半導体装置とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下の図面を参照して、本発明の実施の形態に係る半導体装置を説明し、本発明の理解
に供する。しかし以下の説明は本発明の実施形態であって、特許請求の範囲に記載の内容
を限定するものではない。
【００２１】
　図１は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の平面図である。図２は図１の断面図
で、（ａ）はＡ－Ａ線における拡大断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線における拡大断面図である
。図３は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を説明する図で、パターン
付絶縁基板と半導体チップと放熱板とを一体化させた状態でリードをパターン付絶縁基板
に挟みつけた状態を示す平面図である。図４は本発明の第２の実施形態に係る半導体装置
の平面図である。
【００２２】
　まず図１～図３を参照して、第１の実施形態に係る半導体装置１を説明する。
【００２３】
　前記半導体装置１は、電力用の半導体チップを搭載した樹脂封止型の半導体装置である
。
　この半導体装置１は、図１に示すように、パターン付絶縁基板１０と、半導体チップ２
０と、放熱板３０と、リード４０と、樹脂５０とで構成される。
【００２４】
　前記パターン付絶縁基板１０は、図２に示すように、基板の上面に上面回路パターン１
１を備え、基板の下面に下面回路パターン１２を備える絶縁基板である。
　また図１、図２（ａ）に示すように、パターン付絶縁基板１０の一部を、回路パターン
を設けることなく且つ放熱板３０より突出させてなる突出部１０ａとしてある。
【００２５】
　なおパターン付絶縁基板１０は、ＡｌＮ、ＳｉＣ、Ｃ－ＢＮ等の高熱伝導率セラミック
スによって形成されている。
　なおパターン付絶縁基板１０の寸法は、厚みが０．３ｍｍ～１．０ｍｍ程度、横が５．
０ｍｍ～１０．０ｍｍ程度、縦が４．０ｍｍ～８．０ｍｍ程度である。
【００２６】
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　また上面回路パターン１１及び下面回路パターン１２は、Ｃｕ等の導体材料で形成され
ている。
　なお上面回路パターン１１及び下面回路パターン１２の寸法は、厚みが０．２ｍｍ～０
．４ｍｍ程度、横が４．０ｍｍ～９．０ｍｍ程度、縦が２．０ｍｍ～７．０ｍｍ程度であ
る。
【００２７】
　なお本実施例においては、図１に示すように、パターン付絶縁基板１０の平面視下部を
突出部１０ａとする構成であるが、必ずしも平面視下部に限る必要はなく、パターン付絶
縁基板１０の一部を回路パターンを設けることなく且つ放熱板３０より突出させてなるも
のであれば、パターン付絶縁基板１０における突出部１０ａの位置は適宜変更可能である
。
【００２８】
　前記半導体チップ２０は、ＳｉＣ、ＧａＮ等の基板を用いたＩＧＢＴ等の縦型半導体デ
バイスである。また図示していないが、半導体チップ２０の上面に電極を備えている。
　半導体チップ２０は、金属ハンダ若しくは導電性樹脂を用いて上面回路パターン１１に
接合されることでパターン付絶縁基板１０に搭載される。
　導電性樹脂としては、エポキシ系、ウレタン系、水性エポキシ系、水性アクリル系等、
導電性樹脂として通常用いられるものであれば如何なるものであってもよい。
　なお半導体チップ２０の寸法は、厚みが０．１ｍｍ～０．５ｍｍ程度、横が３．０ｍｍ
～５．０ｍｍ程度、縦が３．０ｍｍ～５．０ｍｍ程度である。
【００２９】
　前記放熱板３０は、Ｎｉめっき、Ａｕめっき等のめっき付Ｃｕ板によって形成された放
熱板であり、その一部に樹脂５０による把持力を増強するための開口部３１を有する。
　放熱板３０は、金属ハンダ若しくは導電性樹脂を用いて下面回路パターン１２に接合さ
れることでパターン付絶縁基板１０に取り付けられる。
　導電性樹脂としては、エポキシ系、ウレタン系、水性エポキシ系、水性アクリル系等、
導電性樹脂として通常用いられるものであれば如何なるものであってもよい。
　なお放熱板３０の寸法は、厚みが１．０ｍｍ～２．０ｍｍ程度、横が７．０ｍｍ～１２
．０ｍｍ程度、縦が１２．０ｍｍ～１６．０ｍｍ程度である。
【００３０】
　前記リード４０は、外部配線を介して半導体装置１への電源供給を行うためのものであ
る。
　このリード４０は、図１に示すように、第１リード４１と、第２リード４２と、第３リ
ード４３の３本のリードで構成され、順にドレイン端子、ゲート端子、ソース端子の３極
を構成している。このように３極を有する構成とすることで、半導体装置１をサイリスタ
等の大電力パワーデバイスとして有用なものとすることができる。
【００３１】
　更に図１に示すように、第１リード４１～第３リード４３は、それぞれ上面リードと下
面リードとを有している。
　ここで「上面リード」とは、リード４０におけるパターン付絶縁基板１０と接する部分
のうちパターン付絶縁基板１０よりも上面に位置するリードを指し、「下面リード」とは
、パターン付絶縁基板１０よりも下面に位置するリードを指すものとする。
　具体的には、図１に示すように、第１リード４１は、第１上面リード４１ａと第１下面
リード４１ｂとを有し、第２リード４２は、第２上面リード４２ａと第２下面リード４２
ｂとを有し、第３リード４３は、第３上面リード４３ａと第３下面リード４３ｂとを有し
ている。
【００３２】
　なお、リード４０はＣｕ板を用いて形成され、表面にはＮｉめっき、Ａｕめっき等が施
されている。また詳しく図示していないが、第１リード４１～第３リード４３は、同一幅
且つ同一厚である。また全ての上面リード及び下面リードは、同一幅且つ同一厚であり、
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更に下面リードについては全て同一長である。
【００３３】
　前記第１リード４１は、ドレイン端子を構成するリードである。
　この第１リード４１は、図１、図２（ａ）に示すように、第１上面リード４１ａと、第
１下面リード４１ｂとを有している。また図２（ａ）に示すように、第１上面リード４１
ａの先端は、その下面を上面回路パターン１１の上面と面接合させてある。これにより、
第１上面リード４１ａを通じて上面回路パターン１１へ電源供給を行うことができる。
【００３４】
　更に図２（ａ）に示すように、第１上面リード４１ａの先端は、その厚みを薄肉なもの
とする薄肉部Ｌとし、その長さを第１上面リード４１ａと上面回路パターン１１との接合
部分よりも長いものとしてある。
　ここで「薄肉」とは、薄肉部Ｌの厚みが該薄肉部Ｌを除く第１上面リード４１ａの厚み
よりも薄いものであることを示す。
　このような構成とすることで、端面１１ａに第１上面リード４１ａが接触することがな
い。よって上面回路パターン１１において、第１上面リード４１ａが接合部分以外に電位
を生じさせることがない。従って放熱性の良い半導体装置１とすることができる。
【００３５】
　前記第２リード４２は、ゲート端子を構成するリードである。
　この第２リード４２は、図１に示すように、第２上面リード４２ａと、第２下面リード
４２ｂとを有している。また図２（ａ）に示すように、第２上面リード４２ａの先端は、
その下面を半導体チップ２０の上面にある図示していない電極と面接合させてある。これ
により第２上面リード４２ａを通じて半導体チップ２０へ電源供給を行うことができる。
【００３６】
　更に図２（ａ）に示すように、第２上面リード４２ａの先端は、その厚みを薄肉なもの
とする薄肉部Ｍとし、その長さを半導体チップ２０との接合部分よりも長いものとしてあ
る。
　ここで「薄肉」とは、薄肉部Ｍの厚みが該薄肉部Ｍを除く第２上面リード４２ａの厚み
よりも薄いものであることを示す。
　このような構成とすることで、端面２０ａに第２上面リード４２ａが接触することがな
い。よって半導体チップ２０において、第２上面リード４２ａが接合部分以外に電位を生
じさせることがない。よって放熱性の良い半導体装置１とすることができる。
【００３７】
　前記第３リード４３は、ソース端子を構成するリードである。
　この第３リード４３は、図１に示すように、第３上面リード４３ａと、第３下面リード
４３ｂとを有している。また図２（ｂ）に示すように、第３上面リード４３ａの先端は、
その下面を半導体チップ２０の上面にある図示していない電極と面接合させてある。これ
により第３上面リード４３ａを通じて半導体チップ２０へ電源供給を行うことができる。
【００３８】
　更に図２（ｂ）に示すように、第３上面リード４３ａの先端は、その厚みを薄肉なもの
とする薄肉部Ｎとし、その長さを半導体チップ２０との接合部分よりも長いものとしてあ
る。
　ここで「薄肉」とは、薄肉部Ｎの厚みが該薄肉部Ｎを除く第３上面リード４３ａの厚み
よりも薄いものであることを示す。
　このような構成とすることで、端面２０ｂに第３上面リード４３ａが接触することがな
い。よって半導体チップ２０において、第３上面リード４３ａが接合部分以外に電位を生
じさせることがない。よって放熱性の良い半導体装置１とすることができる。
【００３９】
　なお本実施例においては、薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎは、その幅、厚み、長さ、形状を同一のも
のとしてある。
【００４０】
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　また図１、図２（ａ）に示すように、第１リード４１～第３リード４３の全てにおいて
、突出部１０ａに対して上面リードと下面リードとでリードを挟みつけてある。
　なおここで及び下記の説明において、図２（ａ）は、図１のＡ－Ａ線の拡大断面図であ
り、且つ全ての下面リードは同一厚、同一長であることから、第１上面リード４１ａと第
１下面リード４１ｂとでリードを突出部１０ａに挟みつけてある状態のみが示されている
。しかし本実施例において、第２リード４２及び第３リード４３をパターン付絶縁基板１
０に挟みつけてある状態をＡ－Ａ線拡大断面図と同方向の断面の拡大図で表す場合、第１
リード４１と同様の形状で示される。よって図２（ａ）において、突出部１０ａに挟みつ
けてある第１上面リード４１ａ、第１下面リード４１ｂに括弧を付して第２、第３上面リ
ード４２ａ、４３ａと第２、第３下面リード４２ｂ、４３ｂとを示すものとする。
【００４１】
　このように突出部１０ａに対して上面リードと下面リードとでパターン付絶縁基板１０
を挟みつけてある構成とすることで、第１リード４１～第３リード４３をパターン付絶縁
基板１０に仮止め固定することができる。よって特に製造時において、第１リード４１～
第３リード４３のぐらつきを防止できる。よって上面回路パターン１１と第１上面リード
４１ａとの接合位置及び半導体チップ２０の電極と第２、第３上面リード４２ａ、４３ａ
との接合位置を位置決め容易なものとすることができる。従って上面回路パターン１１と
第１上面リード４１ａとの接合及び半導体チップ２０の電極と第２、第３上面リード４２
ａ、４３ａとの接合を容易化でき、製造効率を向上させることができる。また半導体装置
１の強度を向上させることができる。
【００４２】
　更に図１、図２（ａ）に示すように、下面リード４１ｂ～４３ｂの長さは、パターン付
絶縁基板１０に下面リードを挟みつけた状態で、下面回路パターン１２及び放熱板３０と
下面リードとの間に隙間Ｐが空く長さとしてある。このような構成とすることで、下面リ
ード４１ｂ～４３ｂが下面回路パターン１２及び放熱板３０と接触することがない。よっ
て放熱板３０に電位を生じさせることがない。従って放熱性が良い半導体装置１とするこ
とができる。
【００４３】
　なお本実施例においては、図２（ａ）に示すように、放熱板３０の端面３０ａを下面回
路パターン１２の端面１２ａと面一に取り付ける構成としてあるが、そのような構成とし
ない場合には、端面３０ａと端面１２ａとの何れかのうちで下面リードに近い側との間に
隙間Ｐが空くようにすることが必要である。
　なお隙間Ｐの長さは、１．０ｍｍ～１．５ｍｍ程度とすることが望ましい。
【００４４】
　なお上面回路パターン１１と第１上面リード４１ａとの接合及び半導体チップ２０の電
極と第２、第３上面リード４２ａ、４３ａとの接合は、超音波接合により行う。超音波接
合は微細な超音波振動と加圧力により接合を行うものであることから、このような構成と
することで、接合時に加熱や局所的発熱を発生させることがない。よってパターン付絶縁
基板１０及び半導体チップ２０に熱履歴や熱応力を生じさせることがない。従ってハンダ
や溶接を用いて接合を行う場合に発生する、熱履歴や熱応力に伴う半導体装置１の信頼性
の劣化を生じさせることがない。
【００４５】
　更に第１～第３上面リード４１ａ～４３ａの先端は薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎとしてあることか
ら、接合面に超音波振動を一段と印加させ易くでき、接合を容易化することができる。ま
た接合時間の短縮化を図ることができ、半導体装置１の製造サイクルを効率化できる。ま
た消費電力を抑えることができ、省エネ化を図ることができると共に、コスト面に配慮し
た半導体装置１とすることができる。
【００４６】
　なお第１リード４１～第３リード４３の寸法は、幅が０．５ｍｍ～０．８ｍｍ程度、厚
みが０．３ｍｍ～０．６ｍｍ程度である。



(9) JP 2010-3858 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

　また第１上面リード４１ａ～第３上面リード４３ａ及び第１下面リード４１ｂ～第３下
面リード４３ｂの寸法は、幅が０．５ｍｍ～２．０ｍｍ程度、厚みが０．１ｍｍ～０．５
ｍｍ程度である。
　また第１下面リード４１ｂ～第３下面リード４３ｂの長さは、１．０ｍｍ～１．５ｍｍ
程度である。
　また薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎの寸法は、幅が０．５ｍｍ～２．０ｍｍ程度、厚みが、０．１ｍ
ｍ未満、長さが１ｍｍ以上である。
【００４７】
　なお本実施例においては、第１リード４１～第３リード４３は、同一幅且つ同一厚とし
てある。また全ての上面リード及び下面リードは、同一幅且つ同一厚とし、更に下面リー
ドについては全て同一長としてある。また薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎは、その幅、厚み、長さを同
一のものとしてある。しかし勿論、このような構成に限る必要はなく、何れか若しくは何
れもが異なるものであってもよい。
　またリード４０の本数、形状も必ずしも本実施例のものに限る必要はなく、適宜変更可
能である。
　例えば薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎの形状を該薄肉部の下面が、薄肉部Ｌ、Ｍ、Ｎを除く上面リー
ド４１ａ～４３ａの下面と面一となるような構成とすることができる。このような構成と
することで、薄肉部の長さに関係なく、上面リード４１ａ～４３ａが上面回路パターン１
１及び半導体チップ２０の電極との接合部分以外に電位を生じさせることがないものとす
ることができる。
【００４８】
　前記樹脂５０は、パターン付絶縁基板１０と、半導体チップ２０と、放熱板３０と、リ
ード４０とをモールドするための樹脂である。
　樹脂５０としては、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂や、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂
を用い、トランスファー成形によりモールドを行う。このようにトランスファー成形によ
りモールドを行うことで、モールド作業を簡潔化でき、製造効率を向上させることができ
る。
　なお本実施例においては、図１、図２に示すように、パターン付絶縁基板１０と、半導
体チップ２０と、放熱板３０と、端子部分を除くリード４０との全てを樹脂５０でモール
ドする構成としてあるが、必ずしもこのような構成に限る必要はなく、適宜変更可能であ
る。
　例えば、放熱板３０の下面を含む下部を樹脂５０でモールドすることなく露出させるも
のとすることができる。このような構成とすることで、放熱板３０の下面に更に外部放熱
器を取り付ける場合に外部放熱器を確実に放熱板３０に接触させることができる。
【００４９】
　次に図３を参照して、半導体装置１の製造工程を説明する。
　まずパターン付絶縁基板１０の上面回路パターン１１に半導体チップ２０を金属ハンダ
若しくは導電性樹脂で接合する。そしてパターン付絶縁基板１０の下面回路パターン１２
に放熱板３０を金属ハンダ若しくは導電性樹脂で接合する。この際、突出部１０ａが生じ
るように放熱板３０を取り付ける。これによりパターン付絶縁基板１０と、半導体チップ
２０と、放熱板３０とが一体化される。そしてリードフレーム６０の第１リード４１～第
３リード４３を突出部１０ａに挟みつける。
【００５０】
　ここでリードフレーム６０は、図３に示すように、横方向に延びる横フレーム６１と、
横フレーム６１同士を連結する縦フレーム６２と、横フレーム６１から放熱板３０に向か
って延びる第１リード４１～第３リード４３と、それぞれのリードを連結する横ダムバー
６３と、横フレーム６１同士を連結する縦ダムバー６４とを備えている。
　なおリードフレーム６０の厚みは、０．３ｍｍ～０．６ｍｍ程度である。
【００５１】
　そして第１リード４１～第３リード４３を突出部１０ａに対して挟みつけた状態で、上
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面回路パターン１１と第１上面リード４１ａとの接合及び半導体チップ２０の電極と第２
、第３上面リード４２ａ、４３ａとの接合を超音波接合により行う。
　その後、トランスファーモールドにより図示しないモールド金型のダイキャビティにモ
ールド樹脂５０を流し込んで、パターン付絶縁基板１０と、半導体チップ２０と、放熱板
３０と、リード４０とをモールドする。
【００５２】
　周知の構造として、図示しないモールド金型の上金型及び下金型は、図３に示すリード
フレーム６０の横ダムバー６３及び縦ダムバー６４に当接して型締め力が加えられており
、その間の領域がモールド金型のダイキャビティとなっている。そして、トランスファー
モールド成形時、モールド樹脂５０は、図３に示すリードフレーム６０の横ダムバー６３
及び縦ダムバー６４でせき止められる。
　トランスファーモールド成形後、図３に一点鎖線で示す切断線Ｑで第１リード４１～第
３リード４３が切断される。これにより図１に示す半導体装置１が得られる。
【００５３】
　なお本実施例においては、突出部１０ａに対して第１リード４１～第３リード４３の全
ての上面リードと下面リードとを挟みつける構成としたが、必ずしもこのような構成に限
る必要はない。
　つまり図３に示すように、第１リード４１～第３リード４３はリードフレーム６０にお
いて横ダムバー６３で連結されている。よって突出部１０ａに対して少なくとも１本の上
面リードと下面リードとを挟みつけることで、第１リード４１～第３リード４３の全てを
パターン付絶縁基板１０に対して保持させて固定することができる。従って少なくとも１
本の上面リードと下面リードとを挟みつけるような構成とするものであれば、適宜変更可
能である。
【００５４】
　また樹脂５０によるモールド前の製造工程は、必ずしも本実施例のものに限る必要はな
く、パターン付絶縁基板１０と、半導体チップ２０と、放熱板３０と、第１リード４１～
第３リード４３とを最終的に一体化させることができるものであれば接合順序等は問わな
い。
【００５５】
　次に図４を参照して、第２の実施形態に係る半導体装置２を説明する。
　半導体装置２は、上述した半導体装置１に比べてパターン付絶縁基板１０に複数個の半
導体チップ２０を搭載するものである。またリード４０の形状及び半導体チップ２０とリ
ード４０との接合位置を変形したものである。その他の構成については、半導体装置１と
同様である。同一部材、同一機能を果たすものには同一番号を付し以下説明を省略する。
　半導体チップ２０としては、同種又は異種のものからなる複数個とすることができる。
　このようにパターン付絶縁基板１０に複数個の半導体チップ２０を搭載することで、複
数個の半導体チップ２０を１つのモジュールとする、いわゆるマルチチップモジュールを
構成することができる。よって半導体装置２の高性能化を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は樹脂封止型の半導体装置として、ハイブリッド車、電気自動車等の各種機器に
用いられる電子部品に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図２】図１の断面図で、（ａ）はＡ－Ａ線における拡大断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線にお
ける拡大断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を説明する図であり、パタ
ーン付絶縁基板と半導体チップと放熱板とを一体化させた状態でリードをパターン付絶縁
基板に挟みつけた状態を示す平面図である。
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【図４】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　　　　　半導体装置
　２　　　　　半導体装置
　１０　　　　パターン付絶縁基板
　１０ａ　　　突出部
　１１　　　　上面回路パターン
　１１ａ　　　端面
　１２　　　　下面回路パターン
　１２ａ　　　端面
　２０　　　　半導体チップ
　２０ａ　　　端面
　２０ｂ　　　端面
　３０　　　　放熱板
　３０ａ　　　端面
　３１　　　　開口部
　４０　　　　リード
　４１　　　　第１リード
　４１ａ　　　第１上面リード
　４１ｂ　　　第１下面リード
　４２　　　　第２リード
　４２ａ　　　第２上面リード
　４２ｂ　　　第２下面リード
　４３　　　　第３リード
　４３ａ　　　第３上面リード
　４３ｂ　　　第３下面リード
　５０　　　　樹脂
　６０　　　　リードフレーム
　６１　　　　横フレーム
　６２　　　　縦フレーム
　６３　　　　横ダムバー
　６４　　　　縦ダムバー
　Ｌ　　　　　薄肉部
　Ｍ　　　　　薄肉部
　Ｎ　　　　　薄肉部
　Ｐ　　　　　隙間
　Ｑ　　　　　切断線
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